
練馬区告示第２８８号 

 

練馬区自転車の適正利用に関する条例（昭和60年12月練馬区条例第49号）第13条第

２項による通知または告示後も引取りのない自転車のうち、練馬区自転車の適正利用

に関する条例施行規則（昭和61年６月練馬区規則第41号）第４条に定める保管期間を

経過したものについて、練馬区は所有権の放棄がなされたものと判断し、下記のとお

り民法（明治29年法律第89号）第239条第１項の規定によりその所有権を取得した。 

 

令和８年５月２８日 

 

 

練馬区長  吉田 健一 

 

 

記 

 

 

１ 所有権取得年月日 

令和８年５月18日 

２ 所有権を取得した自転車 

別紙のとおり 

３ 所有権取得後の措置 

練馬区物品管理規則（昭和39年９月練馬区規則第８号）の定めるところによる。 










